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誰が どのようにするか 誰が どのようにするか 誰が どのようにするか

事業所

○情報入手情報の対策
○連絡・伝達体制訓練

○孤立時マニュアルの作成と普及

自主防災組織等 ●孤立を想定した訓練の実施(F-3-1,F-3-2)
○孤立時マニュアルの作成、普及
○避難所運営体制の策定

県 ○地域の孤立を想定した災害対策支部機能の強化
○孤立時マニュアル作成指導（津波対策、余震対策等）

場所

地震発生時

日時

備えの段階

南海地震条例づくり　項目別検討表

時
間
軸

主体
自助(県民・事業所など) 共助(自主防災組織・ボランティアなど） 公助(県・関係団体など)

孤立に備える・耐える　／　備えの段階　／　Ｆ－１－３　「その他事前の備え・対策」孤立に備える・耐える　／　備えの段階　／　Ｆ－１－３　「その他事前の備え・対策」孤立に備える・耐える　／　備えの段階　／　Ｆ－１－３　「その他事前の備え・対策」孤立に備える・耐える　／　備えの段階　／　Ｆ－１－３　「その他事前の備え・対策」

応急・復旧段階

復興段階


